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鳥取県立むきばんだ史跡公園の指定管理者募集要項（案）の概要について
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鳥取県立むきばんだ史跡公園の指定管理者募集要項（案）の概要について

平成３０年６月７日
文 化 財 課

平成３１年度から鳥取県立むきばんだ史跡公園の管理運営を行う指定管理者について、次のとお
り募集することとしています。なお、募集要項は、鳥取県教育委員会指定管理候補者審査・指定管
理施設運営評価委員会での審査を踏まえて決定します。

１ 指定管理者が行う業務
（１）指定管理者が行う業務の内容

（ 、 、 、 ）ア 史跡公園の施設設備の維持管理に関する業務 施設の清掃 保安警備 保守管理 除草等
イ 史跡公園の管理運営の補助に関する業務（来園者の受付・案内、使用料の徴収等）
ウ 史跡公園の受入事業・主催事業実施に関する補助業務
エ その他史跡公園の管理運営に必要な業務（利用者へのサービス提供など）
※ 妻木晩田遺跡の発掘調査、保存整備及び遺跡を活用するための行事、体験事業等の
企画・実施等の業務については、引き続き県が実施

（２）管理の基準（基本的事項）
ア 基本方針

体験型の教育施設として、質の高い弥生体験活動と古代歴史教育を組織的に提供する教育
機関であることを十分に認識し、体験活動及び古代歴史教育の推進に積極的に協力するとと
もに、幅広い年齢層のニーズに応えられる公園施設、観光施設としての機能も備えるため、
県が行う業務に積極的に協力すること。
また、利用者等が安全かつ快適に施設を利用できるよう、施設の機能が最大限に発揮され

るように適正な維持管理を行うこと。
イ 利用時間、利用休止日等

・利用時間は９時から１７時まで（教育委員会があらかじめ指定する日にあっては、
９時から１９時まで）

・利用を休止する日は毎月第４月曜日（その日が休日の場合は、その直後の休日でな
い日）及び１２月２９日から１月３日まで

・利用料金は無料
ウ 施設の利用の許可は、鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例に基づい
て事務手続きを行う。

（３）その他、管理上の条件等
ア 史跡公園の行う受入事業・主催事業の実施にあたっては、所長等と綿密に連携を取り補助
すること。
・受入事業 学校等団体が弥生体験活動等を行うため、又は古代歴史を学習するため、目的

・研修計画を持って史跡公園を利用すること
・主催事業 史跡公園が自ら、又は史跡公園と自治体が主となり組織する団体が企画し、利

用者等に弥生体験活動等を行わせること
イ 次の者を配置すること。
（ア）委託業務を総合的に把握し、調整する業務責任者
（イ）受付、使用料の収受・管理等を行う者
（ウ）所内設備の運用・保守及び安全管理のため、必要な資格（甲種防火管理者）を有する者
（エ）遺跡及び植生等の維持管理作業にかかる一定の知識及び技術を有する者
ウ 委託業務の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めること。
エ 障がい者、高齢者の就労機会の確保・拡大を図るため、以下の事項に留意すること。
（ア）障がい者及び高齢者の直接雇用に努めること。
（イ）障がい者就労施設及びシルバー人材センター等からの物品、役務の調達に努めること。

２ 委託料
県は、指定期間中の管理運営に必要な経費として、総額２７２，８５８千円（消費税及び地方

消費税を含む）を上限として、委託料を支払う。
Ｈ３１：５４，１７４千円、Ｈ３２～３５：５４，６７１千円／年
※ 平成３１年１０月以降の消費税引き上げ見込みを考慮
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３ 指定期間
平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 〔５年間〕

４ 応募資格
鳥取県内に主たる事務所を置き、又は置こうとする法人等であること。

５ スケジュール（案）
（１）募集の開始 平成３０年 ６月中旬
（２）募集の締切 平成３０年 ７月下旬
（３）審査委員会（候補者の選定） 平成３０年 ８月上旬
（４）審査結果の通知・公表 平成３０年 ８月上旬
（５）指定管理者の指定 平成３０年１０月下旬（議会の議決を経て行う ）。

６ 選定方法等
（１）選定方法

学識経験者等で構成する審査委員会を開催し、面接審査等により指定管理者候補を選定。
（２）審査委員会委員

学識経験者（大学准教授 、税理士、当該施設の有識者２名、教育委員会次長 〔計５名〕）
（※指定手続条例：鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例）（３）選定基準
選 定 基 準 審 査 項 目

施設の平等な利用を確保するの ○管理運営の基本的な考え方
に十分なものであり、かつ施設 ・施設の設置目的を理解しているか
の効用を最大限に発揮させるも ・指定管理者を希望する理由は適切か
のであること。 ・管理運営の方針は適切か
（指定手続条例第５条第１号及 ○施設管理
び第２号） ・施設設備の維持管理・衛生管理は適切か

・外部委託の考え方は適切か
○事故・事件の防止措置と緊急時の対応
・火災・盗難・災害などの事故・事件の防止
・緊急時の体制・対応は適切か
・利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法

○個人情報保護等への対応
・個人情報の保護への対応は十分か

○利用者等の要望の把握及び対応方針は適切か
○施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容
・サービスの向上策は適切か
・利用促進に向けた取組みは適切か

管理に係る経費の効率化が図ら ○収入の見積もり、考え方は適切か
れるものであること。 ○支出計画の見通しは適切か
（指定手続条例第５条第２号） ○県の委託料額の多寡
委託業務を安定して行うために ○法人等の財政基盤、経営基盤は安定しているか
必要な人員及び財政的基礎を有 ○組織及び職員の配置等
しており、又は確保できる見込 ○現在の施設従業者の継続雇用に配慮されているか
みがあること。 ○関係法令に係る監督行政機関からの指導等を受けて
（指定手続条例第５条第３号） いないか

○法人等の社会的責任の遂行状況
・障がい者を雇用しているか
・男女共同参画推進企業であるか
・ISO14001、TEASⅠ種又はⅡ種認証登録事業者であ
るか

・アイサポート企業に認定されているか
・家庭教育推進協力企業として協定を締結している
か

教育委員会が行う事業に積極的 ○所内との連携についての方法
に協力するものであること ○受入事業・主催事業の実施についての協力
（指定手続条例第５条第４号）
その他 ○ネーミングライツに係る提案はあるか
（指定手続条例第５条第４号）


